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は
じ
め
に

　

物
語
と
歴
史
と
の
違
い
、そ
れ
は
「
三
國
志
」
で
は
、『
三
國
志
演
義
』
と
『
三

國
志
』
の
違
い
と
し
て
、
前
者
は
虚
構
を
含
み
、
後
者
は
史
実
を
記
す
と
説
明

さ
れ
る
。
果
た
し
て
、
そ
の
よ
う
に
截
然
と
区
別
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
西
晉
の
陳
壽
が
著
し
た
『
三
國
志
』
に
注
を
付
け
た
劉
宋
の
裴
松
之
は
、

正
し
い
史
実
を
求
め
て
、
実
に
二
百
十
種
以
上
に
及
ぶ
書
籍
を
注
に
引
用
し
て
）
1
（

、

本
文
お
よ
び
引
用
書
の
史
料
批
判
を
行
っ
た
と
い
う
）
2
（

。
引
用
さ
れ
た
書
籍
の
中

に
は
、
干
寶
の
『
搜
神
記
』
の
よ
う
に
、
後
世
に
は
小
説
、
す
な
わ
ち
『
三
國

志
演
義
』
と
同
じ
よ
う
な
虚
構
を
含
む
小
説
に
分
類
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
林

田
愼
之
助
は
、
そ
う
し
た
書
籍
を
も
収
録
す
る
裴
松
之
の
目
配
り
を
「
複
眼
」

と
称
し
、
そ
こ
に
裴
松
之
注
の
特
徴
を
求
め
る
）
3
（

。

　

し
か
し
、
裴
松
之
は
「
複
眼
」
を
意
識
し
て
、『
搜
神
記
』
を
収
録
し
た
訳

で
は
あ
る
ま
い
。『
搜
神
記
』
は
当
時
、「
史
」
部
の
書
籍
で
あ
り
、
そ
れ
が
歐

陽
脩
の
『
新
唐
書
』
よ
り
「
子
」
部
の
小
説
類
に
移
動
す
る
の
は
、
唐
宋
間
に

お
け
る
天
人
相
關
説
か
ら
天
理
説
へ
と
い
う
天
観
の
変
化
に
理
由
が
あ
る
）
4
（

。
事

実
、
引
用
す
る
書
籍
に
史
実
と
し
て
の
正
し
さ
が
欠
け
る
場
合
、
厳
し
く
そ
れ

を
指
摘
す
る
裴
松
之
が
、
引
用
し
た
『
搜
神
記
』
を
史
料
批
判
す
る
こ
と
は
な

い
。

　

問
題
は
、「
史
」
の
中
に
内
在
す
る
小
説
的
な
要
素
に
あ
る
。
今
日
の
「
近

代
歴
史
学
」
か
ら
見
れ
ば
、
虚
構
と
判
断
し
得
る
も
の
が
、「
史
」
部
の
書
籍

の
中
に
は
多
く
含
ま
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
物
語
と
歴
史
の
未
分
化
と
い
う
問
題

が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
に
敢
然
と
し
て
立
ち
向
か
っ

た
裴
松
之
の
「
記
言
の
體
」
へ
の
結
論
に
、
中
国
の
「
史
」
に
お
け
る
物
語
の

問
題
を
考
え
て
い
く
端
緒
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
発
言
の
記
録
者
と
「
史
」
の
伝
達

　

石
井
仁
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
曹
操
は
「
参
謀
本
部
」
の
よ
う
な
軍
師
集
団

「
史
」
に
お
け
る
「
記
言
の
體
」

│
│ 

裴
松
之
『
三
國
志
』
注
の
懊
悩 

│
│

渡
　
邉
　
義
　
浩
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を
幕
下
に
抱
え
て
い
た
が
）
5
（

、
そ
の
頂
点
に
軍
師
と
し
て
君
臨
し
た
も
の
が

攸

で
あ
る
。
そ
の
曹
操
幕
下
で
の
働
き
に
つ
い
て
、『
三
國
志
』
は
次
の
よ
う
に

記
述
し
て
い
る
。

（

）
攸 

深
密
に
し
て
智
防
有
り
、
太
祖
の
征
伐
に
從
ひ
て
よ
り
、
常

に
帷
幄
に
謀
謨
す
る
も
、
①
時
人 

及
び
子
弟
も
其
の
言
ふ
所
を
知
る
も

の
莫
し
。
…
…
公
逹 

前
後
に
凡
そ
奇
策
を
畫
す
る
こ
と
十
二
、
②
唯
だ

（
鍾
）
繇
の
み
之
を
知
る
。
繇 

集
を
撰
す
る
も
未
だ
就な

ら
ず
、
會
掩
薨
ず
。

故
に
③
世
に
盡

こ
と
ご
とく

聞
す
る
を
得
ざ
る
な
り
）
6
（

。

　

陳
壽
に
よ
れ
ば
、

攸
は
「
智
」
だ
け
で
は
な
く
「
防
」
も
あ
っ
た
の
で
、

帷
幄
で
立
て
た
謀
略
に
つ
い
て
、
①
「
時
人
」
も
「
子
弟
」
も
そ
の
発
言
内
容

を
知
ら
な
か
っ
た
。

攸
の
立
て
た
「
奇
策
」
十
二
を
知
っ
て
い
た
者
は
、
②

鍾
繇
だ
け
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
し
か
し
、
鍾
繇
は
『

攸
集
』
を
完
成
で
き

ず
に
薨
去
し
、
そ
の
結
果
、

攸
の
言
葉
と
謀
略
は
、
③
世
に
す
べ
て
聞
く
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
裴
松
之
は
注
を
つ
け
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い

る
。

臣 

松
之 

案
ず
る
に
、「
①
攸 

亡
せ
し
の
後 

十
六
年
に
し
て
、
鍾
繇 
乃

ち
卒
す
。
②
攸
の
奇
策
を
撰
す
る
に
、
亦
た
何
ぞ
難
き
こ
と
か
有
ら
ん
。

而
る
に
年 

八
十
に
造い
た

る
に
、
猶
ほ
未
だ
就
ら
ず
と
云
ふ
。
遂
て
攸
の

③
從
征
・
機
策
の
謀
を
し
て
世
に
傳
は
ら
ざ
ら
し
む
、
惜
し
い
か
な
」
と
）
7
（

。

　

裴
松
之
は
、

攸
が
没
し
て
か
ら
鍾
繇
が
卒
す
る
ま
で
、
①
十
六
年
の
歳
月

が
あ
り
、
そ
の
間
、
鍾
繇
が
②

攸
の
奇
策
を
撰
述
す
る
こ
と
は
、
難
し
く
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、『

攸
集
』
は
な
ら
ず
、
③

攸
の
奇
策
は

世
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
、
惜
し
い
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

陳
壽
が
本
文
に
お
い
て
、

攸
の
言
葉
と
謀
略
は
、
世
に
全
く
伝
わ
ら
な

か
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
た
め
、「
惜
し
い
か
な
」
と
い
う
感
想
に
裴
松
之
は

止
め
て
い
る
が
、
②
「
何
ぞ
難
き
こ
と
か
有
ら
ん
」
と
い
う
強
い
語
調
に
は
、

裴
松
之
の
疑
問
が
内
在
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
陳
壽
が
同
じ

攸
傳
に
お
い
て
、

攸
の
奇
策
と
思
し
き
も
の
と

攸
の
言
葉
を
明
示
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

太
祖 

白
馬
を
拔
き
て
還
り
、
輜
重
を
遣
は
し
河
に
循
ひ
て
西
せ
し
む
。

袁
紹 

河
を
渡
り
て
追
ひ
、
卒
に
太
祖
と
遇
ふ
。
諸
將
は
皆 

恐
れ
、
太
祖

に
還
り
て
營
を
保
つ
を
説
く
。
攸
曰
く
、
①
「
此
れ
敵
を
禽
と
す
る
所
以

な
り
、
奈
何
ぞ
之
を
去
ら
ん
」
と
。
②
太
祖 

攸
に
目
し
て
笑
ふ
。
遂
て

輜
重
を
以
て
賊
に
餌
を
あ
た
ふ
。
賊 

競
ひ
て
之
に
奔
り
、
陳 

亂
る
。
乃

ち
步
騎
を
縱は
な

ち
て
擊
ち
、
大
い
に
之
を
破
り
、
其
の
騎
將
た
る
文
醜
を
斬

る
。
太
祖 

遂
て
紹
と
相 

官
渡
に
拒
ぐ
。
軍
の
⻝ 

方
に
盡
き
ん
と
し
、

攸 

太
祖
に
言
ひ
て
曰
く
、「
紹
の
運
車 

旦ま
も
な暮
く
至
ら
ん
。
其
の
將
た
る

③
韓
𦳣 

銳
に
し
て
敵
を
輕か
ろ
んず
れ
ば
、
擊
ち
て
破
る
可
き
な
り
」
と
。
太

祖
曰
く
、「
誰
か
使
は
す
可
き
も
の
ぞ
」
と
。
攸
曰
く
、「
徐
晃
な
れ
ば
可

な
り
」
と
）
8
（

。

　

官
渡
の
戦
い
の
前
哨
戦
、
曹
操
は
關
羽
に
白
馬
で
顏
良
を
斬
ら
せ
る
と
、
黃

河
に
沿
っ
て
延
津
に
戻
っ
て
き
た
。
袁
紹
の
騎
兵
を
率
い
て
文
醜
が
攻
め
寄
せ

る
と
、
輜
重
を
心
配
す
る
諸
將
に

攸
は
、
①
こ
れ
は
敵
を
禽と
り
こと
す
る
た
め
で

あ
る
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
去
ろ
う
か
と
言
っ
た
と
い
う
。
②
曹
操
が

攸
に
目
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配
せ
し
て
笑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
曹
操
と
熟
慮
し
た
「
奇
策
」
な
の
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
文
醜
を
討
ち
取
っ
た
の
ち
、

攸
は
袁
紹
の
運
穀
車
を
指

揮
す
る
③
「
韓
𦳣
」
を
狙
う
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
、
裴
松
之
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

臣 

松
之 
諸
書
を
案
ず
る
に
、
韓
𦳣 

或
い
は
韓
猛
に
作
り
、
或
い
は
韓

若
と
云
ふ
、
未
だ
孰
れ
が
是
な
る
か
を
詳
つ
ま
び
ら
かに

せ
ず
）
9
（

。

　

裴
松
之
に
よ
れ
ば
、
運
穀
車
を
襲
撃
す
る
話
は
陳
壽
の
『
三
國
志
』
に
載
る

だ
け
で
な
く
、
諸
書
に
記
さ
れ
、「
韓
𦳣
」
は
「
韓
猛
」
や
「
韓
若
」
に
つ
く

る
本
が
あ
っ
た
と
い
う
。

攸
の
「
奇
策
」
は
諸
書
に
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、

攸
傳
で
は
、「
運
車
」
と
あ
る
の
に
、
な
ぜ
「
運
穀
車
」
と

限
定
で
き
る
の
か
と
言
え
ば
、
武
帝
紀
に
は
そ
う
記
載
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

袁
紹
の
運
穀
車 

數
千
乘 

至
る
。
公 　

攸
の
計
を
用
ひ
て
、
徐
晃
・
史

渙
を
遣
は
し
て
邀
擊
せ
し
め
、
大
い
に
之
を
破
り
、
盡
く
其
の
車
を
燒
く
）
10
（

。

　

陳
壽
は
、
武
帝
紀
に
は
、
こ
れ
が
「

攸
の
計
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

攸
傳
に
は
、

攸
の
発
言
も
奇
策
も
伝
わ
ら
な
い
、
と
書

い
た
に
も
拘
ら
ず
、
陳
壽
自
身
の
『
三
國
志
』、
さ
ら
に
は
裴
松
之
が
見
た
諸

書
に
も
、

攸
の
発
言
と
奇
策
が
記
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
裴
松
之
は
、
そ
れ

を
直
接
に
は
語
ら
な
い
。
鍾
繇
が
編
纂
中
で
あ
っ
た
と
い
う
『

攸
集
』
の
編

纂
中
に
漏
れ
た
の
か
。
秘
匿
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
程
度
の
概
略
で
は
な
く
、
詳

細
な
内
容
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
史
家
の
捏
造
で
あ
る
の
か
。

　

陳
壽
の
『
三
國
志
』
に
「
異
聞
」
を
集
め
る
と
い
う
独
自
の
方
法
論
で
注
を

つ
け
た
裴
松
之
は
、
こ
う
し
た
諸
史
料
間
の
矛
盾
に
対
し
て
、
一
見
「
近
代
歴

史
学
」
の
史
料
批
判
に
も
似
た
、
独
自
の
方
法
論
を
創
造
し
て
い
た
。

二
、「
理
」
に
よ
る
史
料
批
判

　

裴
松
之
は
、
劉
宋
の
元
嘉
六
（
四
二
九
）
年
七
月
二
十
四
日
、『
三
國
志
』

注
の
完
成
に
伴
い
、「
上
三
國
志
注
表
」
を
劉
宋
の
文
帝
に
上
奏
し
、
自
ら
の

注
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

按
ず
る
に
、
三
國
は
年
を
歷
る
こ
と
遠
か
ら
ず
と
雖
も
、
事
は
漢
・
晉
に

關
は
り
、
首
尾
の
涉
る
所
は
、
百
載
に
出
入
す
。
注
記
は
紛
錯
し
て
、
每

に
舛
互
す
る
こ
と
多
し
。
其
れ
壽
の
載
せ
ざ
る
所
も
、
事 

宜
し
く
存
錄

す
べ
き
者
は
、
則
ち
①
畢
く
取
り
て
以
て
其
の
闕
を
補
は
ざ
る
は
罔
し
。

或
い
は
同
じ
く
一
事
を
説
く
も
、
辭
に
乖
雜
有
り
、
或
い
は
事
を
出
だ
す

に
異
に
本
づ
き
、
疑
ひ
判
ず
る
能
は
ざ
れ
ば
、
竝
び
に
皆 

内
に
抄
し
て

以
て
②
異
聞
を
備
ふ
。
若
し
乃
ち
紕
繆 

顯
然
と
し
て
、
言 

理
に
附
せ
ざ

れ
ば
、
則
ち
違
に
隨
ひ
て
矯
正
し
て
以
て
③
其
の
妄
を
懲
ら
す
。
其
れ
時

事
の
當
否
、
及
び
壽
の
小
失
は
、
頗
る
愚
意
を
以
て
④
論
辯
す
る
所
有
り
）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
裴
松
之
は
、
①
補
闕
・
②
備
異
・
③
懲
妄
・
④
論
辯
と
い
う
四

種
の
体
例
に
基
づ
き
『
三
國
志
』
に
注
を
附
し
て
い
る
。
裴
松
之
は
、
本
文
を

絶
対
視
す
る
經
學
の
注
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
本
文
と
異
な
る
説
を
引

く
②
備
異
と
、
本
文
お
よ
び
引
用
史
料
の
誤
り
を
訂
正
す
る
③
懲
妄
に
よ
り
本

文
の
内
的
史
料
批
判
を
行
い
、
ま
た
史
実
と
史
書
へ
の
論
評
で
あ
る
④
論
辯
に

よ
り
外
的
史
料
批
判
を
展
開
し
て
、「
史
」
の
自
立
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
）
12
（

。
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そ
の
際
、
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
裴
松
之
注
が
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
歴
史
学
」

と
は
相
容
れ
な
い
、
史
料
批
判
の
基
準
を
有
し
た
こ
と
で
あ
る
。
③
懲
妄
の
事

例
よ
り
検
討
し
よ
う
。

山
陽
公
載
記
に
曰
く
、「（
馬
）
超 

（
劉
）
備
が
待
す
る
の
厚
き
を
見
る
に

因
り
、
備
と
與
に
言
ふ
に
、
常
に
備
の
字
を
呼
ぶ
。
關
羽 

怒
り
、
之
を

殺
さ
ん
と
請
ふ
。
備
曰
く
、「
人 

窮
し
來
り
て
我
に
歸
す
。
卿
ら
怒
る
に
、

我
が
字
を
呼
ぶ
を
以
て
す
。
故
に
し
て
之
を
殺
さ
ば
、
何
を
以
て
天
下
に

示
す
や
」
と
。
張
飛
曰
く
、「
是
の
如
く
ん
ば
、
當
に
之
に
示
す
に
禮
を

以
て
せ
ん
」
と
。
明
日 

大
い
に
會
し
、
超
に
入
る
を
請
ふ
。
羽
・
飛 

竝

び
に
刀
を
杖
つ
ゑ
つ
きて

立
ち
直は
べ

る
。
超 
坐
席
を
顧
る
に
、
羽
・
飛
を
見
ず
。
其

の
直は
べ

る
を
見
る
や
、
乃
ち
大
い
に
驚
き
、
遂
に
一
た
び
だ
に
復
た
備
の
字

を
呼
ば
ず
。
明
日
歎
じ
て
曰
く
、「
我 

今
に
し
て
乃
ち
其
の
敗
る
る
所
以

を
知
る
。
人
の
主
の
字
を
呼
ぶ
が
爲
に
、
幾ほ
と
んど
關
羽
・
張
飛
の
殺
す
所
と

爲
る
」
と
。
自
後
乃
ち
尊
び
て
備
に
事
ふ
」
と
）
13
（

。

　

袁
暐
の
『
山
陽
公
載
記
』
に
よ
れ
ば
、
馬
超
は
劉
備
の
優
遇
を
良
い
こ
と
に

劉
備
を
字
の
玄
德
で
呼
び
、
關
羽
が
怒
っ
て
こ
れ
を
殺
そ
う
と
す
る
と
、
劉
備

が
止
め
た
。
そ
こ
で
關
羽
と
張
飛
は
、
刀
を
つ
い
て
劉
備
の
脇
に
侍
立
し
、
馬

超
に
威
厳
を
示
し
、
馬
超
は
自
ら
の
至
ら
な
さ
を
悟
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対

し
て
、
裴
松
之
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
そ
の
妄
を
懲
ら
す
。

臣 

松
之 

按
ず
る
に
、
以
爲
へ
ら
く
、
超
は
窮
す
る
を
以
て
備
に
歸
し
、

其
の
爵
位
を
受
く
。
何
ぞ
傲
慢
に
し
て
備
の
字
を
呼
ぶ
を
容う
べ

な
ふ
や
。
且

つ
備
の
蜀
に
入
る
や
、
關
羽
を
留
め
て
荊
州
に
鎮
せ
し
む
。
羽 

未
だ
嘗

て
益
土
に
在
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
羽 

馬
超
の
歸
降
せ
る
を
聞
き
、
書
を

以
て
諸
葛
亮
に
超
の
人
才 

誰
に
比
類
す
可
し
と
問
ふ
。
書
の
云
ふ
所
の

如
き
を
得
ず
。
羽 

焉
ん
ぞ
張
飛
と
與
に
立
ち
直は
べ

る
を
得
ん
や
。
凡
そ
人

の
事
を
行
ふ
は
、
皆 

其
の
可
な
る
を
謂お
も

ひ
て
す
る
な
り
。
其
の
不
可
な

る
を
知
ら
ば
、
則
ち
之
を
行
は
ず
。
超 

若
し
果
た
し
て
備
の
字
を
呼
ば
ば
、

亦
た
理
に
於
て
宜
し
く
爾し
か

す
べ
し
と
謂
へ
ば
な
り
。
就た
と
ひ令

羽 

超
を
殺
す

を
請
ふ
も
、
超
は
應
に
聞
く
べ
か
ら
ず
。
但
だ
二
子
の
立
ち
直
る
を
見
、

何
に
由
り
て
便た
だ

ち
に
字
を
呼
ぶ
の
故
を
以
て
す
と
知
り
、
幾
ん
ど
關
・
張

の
殺
す
所
と
爲
る
と
云
ふ
や
。
言
の
理
を
經
ざ
る
は
、
深
く
忿
疾
す
可
き

な
り
。
袁
暐
・
樂
資
ら
の
諸
掩
の
記
載
す
る
所
、
穢
雜
虛
謬
な
る
こ
と
、

此
の
類
の
若
き
は
、
殆
ど
勝あ

げ
て
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
）
14
（

。

　

裴
松
之
は
、
馬
超
が
劉
備
の
字
を
呼
び
得
る
よ
う
な
政
治
情
況
に
な
か
っ
た

こ
と
に
加
え
、
關
羽
が
一
度
も
益
州
に
居
た
こ
と
が
な
く
、
張
飛
と
共
に
侍
立

し
得
な
い
と
、『
山
陽
公
載
記
』
の
記
述
を
論
理
的
に
反
証
す
る
。
そ
の
う
え
で
、

「
言
の
理
を
經
ざ
る
は
、
深
く
忿
疾
す
可
き
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

袁
暐
や
樂
資
た
ち
の
記
す
多
く
の
も
の
が
、
言
葉
と
し
て
の
「
理
」
を
経
な
い

こ
と
は
、
深
く
憂
慮
す
べ
き
と
し
て
、
猥
雑
で
虚
偽
誤
謬
が
あ
る
と
厳
し
く
批

判
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
叙
述
に
お
け
る
論
理
性
と
し
て
の
「
理
」
が
あ
る

か
否
か
は
、
何
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
そ
の
言
葉
が
經
書
に
基
づ

く
か
否
か
で
は
な
い
。
史
家
と
し
て
の
裴
松
之
の
「
理
」
に
照
ら
し
て
是
否
が

判
断
さ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
意
味
で
、
物
語
的
歴
史
の
破
綻
を
「
理
」
を
経
な
い
も
の
と
す
る
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裴
松
之
の
批
判
は
、
自
ら
の
「
理
」
に
基
づ
く
自
律
的
な
批
判
、
あ
る
い
は
主

体
的
な
史
料
批
判
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
王
肅
の
感
生
帝
説
批
判
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
）
15
（

、
人
間
と
し
て
の
「
理
」
に
基
づ
く
判
断
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
は
、
恣
意
的
な
偏
向
を
持
つ
非
客
観
的
な
、
非
「
近
代
」
的

な
史
料
批
判
で
も
あ
る
。「
經
」
に
跪
く
こ
と
を
止
め
、
あ
く
ま
で
も
自
分
の

「
理
」
に
照
ら
し
て
正
し
い
「
史
」
を
追
究
す
る
人
間
と
し
て
の
本
性
が
そ
こ

に
あ
る
。
④
論
辯
の
う
ち
、
他
の
史
書
へ
の
批
判
を
検
討
す
る
と
、
そ
の
恣
意

性
は
明
確
と
な
る
。

　

袴
田
郁
一
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
）
16
（

、
裴
松
之
が
④
論
辯
に
お
い
て
批
判
の

対
象
と
す
る
も
の
は
、
孫
盛
『
魏
氏
春
秋
』、
張
璠
『
後
漢
紀
』、
虞
溥
『
江
表

傳
』、
郭
頒
『
魏
晉
世
語
』、
王
沈
『
魏
書
』、
樂
資
『
山
陽
公
載
記
』、
袁
暐
『
獻

帝
春
秋
』、
張
騭
『
文
士
傳
』、
作
者
不
明
の
『
孫
資
別
傳
』・『
魏
末
傳
』
の
十

書
で
あ
り
、
判
明
す
る
著
者
は
、
ほ
ぼ
寒
門
の
出
身
で
あ
る
。
裴
松
之
は
、
名

門
「
河
東
の
裴
氏
）
17
（

」
の
存
立
基
盤
と
し
て
「
史
」
の
卓
越
性
を
文
化
資
本
に
し

よ
う
と
し
て
い
た
（
注（
12
）所
掲
渡
邉
論
文
）。
西
晉
の
杜
預
は
、「
史
」
官
の

重
要
性
を
孔
子
に
準
え
て
い
る
）
18
（

。
そ
う
し
た
な
か
、
張
紘
と
共
に
吳
に
逃
れ
た

袁
迪
の
孫
で
あ
る
袁
暐
、
西
晉
の
著
作
郞
と
な
っ
た
も
の
の
祖
先
も
不
明
な
樂

資
が
、「
史
」
の
編
纂
を
欲
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
な
ど
、
裴
松
之
の
認
め
得

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

（
樂
）
資
・（
袁
）
暐
の
徒
、
①
竟
に
何
人
爲た

る
か
知
ら
ざ
る
も
、
未
だ

②
然
否
を
識
別
す
る
能
は
ざ
り
て
、
輕
し
く
翰
墨
を
弄
び
、
妄
り
に
異
端

を
生
み
て
、
以
て
其
の
書
を
行
は
し
む
。
此
の
如
き
の
類
、
正
に
以
て
視

聽
を
誣
罔
し
、
後
生
を
疑
誤
せ
し
め
ん
と
す
る
に
足
ら
ん
。
寔
に
③
史
籍

の
罪
人
に
し
て
、
逹
學
の
取
ら
ざ
る
所
の
者
な
り
）
19
（

。

　

裴
松
之
の
樂
資
や
袁
暐
な
ど
①
「
何
人
爲た

る
か
知
ら
ざ
る
」
と
い
う
口
吻
に

は
、「
史
」
を
担
う
べ
き
名
門
「
河
東
の
裴
氏
」
の
矜
恃
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
裴
松
之
は
、
か
れ
ら
が
②
事
の
是
非
を
判
断
で
き
ず
に
、「
異
端
」

を
生
み
出
し
て
、
世
間
を
惑
わ
す
こ
と
が
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
。
③
「
史
籍
の

罪
人
」
と
い
う
断
罪
は
、
そ
う
し
た
裴
松
之
の
怒
り
の
表
現
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
裴
松
之
は
そ
う
し
た
「
異
端
」
が
國
史
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
を

憂
慮
し
た
。

案
ず
る
に
張
璠
・
虞
溥
・
郭
頒
は
皆 

晉
の
令
史
た
り
。
璠
・
頒
は
出
で

て
官
長
と
爲
り
、
溥
は
鄱
陽
内
史
た
り
。
璠
は
後
漢
紀
を
撰
し
、
未
だ
成

ら
ざ
る
が
似ご
と

し
と
雖
も
、
辭
藻 

觀
る
可
し
。
溥
は
江
表
傳
を
著
し
、
亦

た
粗
ぼ
條
貫
有
り
。
惟
だ
頒
は
魏
晉
世
語
を
撰
し
、
①
蹇
乏
に
し
て
全
く

宮
商
無
く
、
最
も
鄙
劣
爲た

る
も
、
時
に
異
事
有
る
を
以
て
、
故
に
頗
る
世

に
行
は
る
。
②
干
寶
・
孫
盛
ら
多
く
其
の
言
を
采
り
て
以
て
晉
書
を
爲つ

く

る
。

其
の
中 

虛
錯
の
此
の
如
き
者
、
往
往
に
し
て
之
れ
有
り
）
20
（

。

　

裴
松
之
は
、
郭
頒
の
『
魏
晉
世
語
』
が
①
才
能
も
な
く
、
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
、

最
も
劣
っ
て
い
る
の
に
、
と
き
ど
き
「
異
事
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
世
に
流
行
し
、

②
干
寶
・
孫
盛
ら
の
晉
の
國
史
に
そ
の
記
事
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
危
惧

す
る
。

　

客
観
的
な
史
実
を
解
明
す
る
た
め
の
史
料
批
判
を
行
う
「
近
代
歴
史
学
」
と

は
異
な
り
、『
春
秋
左
氏
傳
』
を
祖
と
仰
ぐ
中
国
の
「
史
」
は
、
春
秋
學
の
尊
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重
す
る
「
春
秋
の
義
」
の
中
で
も
、
勧
善
懲
悪
を
明
ら
か
に
し
、
国
政
の
鑑
と

す
る
た
め
に
「
史
」
を
描
く
）
21
（

。
し
た
が
っ
て
、
記
述
内
容
が
国
家
の
正
統
性
に

関
わ
る
記
述
に
虚
偽
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
国
家
の
正
統
性
を
論
ず
る
史
論
が

誤
っ
て
い
る
こ
と
は
、
裴
松
之
に
と
っ
て
許
し
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

換
言
す
れ
ば
、
国
家
の
正
統
性
を
示
す
た
め
で
あ
れ
ば
、
記
述
内
容
が
客
観

的
な
史
実
と
異
な
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
「
正
し
い
」
記
述
と
な
る
。
儒
敎
と

の
関
わ
り
の
中
で
展
開
す
る
中
国
の
「
史
」
は
、
客
観
的
な
史
実
と
し
て
の
正

し
さ
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
正
統
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
）
22
（

。
し

た
が
っ
て
、
裴
松
之
は
、「
劉
」
と
「
漢
」
に
肩
入
れ
す
る
。
裴
松
之
の
注
が
、

劉
宋
の
文
帝
の
敕
撰
注
で
あ
り
、
劉
宋
の
開
祖
劉
裕
が
漢
の
子
孫
と
自
称
し
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
あ
ろ
う
。
注（
16
）所
掲
袴
田
論
文
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、
裴
松
之
が
漢
を
最
後
に
守
ろ
う
と
し
た

彧
を
高
く
評
価

す
る
こ
と
は
、
劉
宋
の
史
家
に
共
通
す
る
傾
向
で
あ
り
、
雑
喉
潤
が
指
摘
す
る
）
23
（

、

蜀
漢
を
支
え
続
け
た
諸
葛
亮
を
高
く
評
価
す
る
と
い
う
裴
松
之
注
の
特
徴
も
そ

こ
に
理
由
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
別
傳
の
恣
意
性
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
陳
壽

の
趙
雲
傳
に
比
べ
て
、
趙
雲
を
非
常
に
よ
く
描
く
『
趙
雲
別
傳
』
を
趙
雲
傳
の

字
数
以
上
に
多
く
引
用
し
て
、
史
料
批
判
を
行
わ
な
い
こ
と
も
、
同
様
の
文
脈

で
説
明
し
得
る
。

　

こ
こ
で
は
、
蜀
漢
滅
亡
時
に
、
漢
を
守
ろ
う
と
し
た
姜
維
に
対
す
る
孫
盛
の

批
判
と
、
そ
れ
に
対
す
る
裴
松
之
の
反
論
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

孫
盛
の
晉
陽
秋
に
曰
く
、「
盛 

永
和
の
初
め
を
以
て
安
西
將
軍
の
蜀
を
平

ら
ぐ
に
從
ひ
、
諸
掩
の
故
老
を
見
る
に
、
姜
維 

既
に
降
り
し
の
後
、
密

か
に
劉
禪
に
表
疏
を
與
へ
、
僞
服
し
て
鍾
會
に
事
へ
、
因
り
て
之
を
殺
し

て
以
て
蜀
土
を
復
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
會
の
事 

捷
た
ず
、
遂
に
泯
滅
に

至
る
を
説
く
に
及
ぶ
や
、
蜀
人 

今
に
於
て
も
之
を
傷
む
。
盛 

以お

爲も

ふ
に

古
人
云
へ
ら
く
、
困く
る

し
む
所
に
非
ず
し
て
焉
に
困
し
ま
ば
、
名
は
必
ず
辱

め
ら
れ
、
據
る
所
に
非
ず
し
て
焉
に
據
ら
ば
、
身
は
必
ず
危
ふ
し
と
。
既

に
辱
め
ら
れ
且
つ
危
ふ
き
は
、
死 

其
れ
將
に
至
ら
ん
と
は
、
其
れ
姜
維

の
謂
な
る
か
。
鄧
艾
の
江
由
に
入
る
や
、
士
衆 

鮮す
く
な少

き
も
、
維 

進
み
て

は
緜
竹
の
下
に
節
を
奮
ふ
能
は
ず
、
退
き
て
は
五
將
を
總
帥
し
て
、
蜀
主

を
擁
衞
し
、
後
圖
の
計
を
思
ふ
能
は
ず
。
而
る
に
乃
ち
逆
順
の
間
を
反
覆

し
、
情
に
違
ひ
て
冀
こ
ひ
ね
がひ

難
き
の
會
に
希
ひ
、
衰
弱
の
國
を
以
て
し
て
、

屢
掩
兵
を
三
秦
に
觀
、
已
に
滅
び
し
の
邦
も
て
、
理
外
の
奇
擧
を
冀
ふ
は
、

亦
た
闇く

ら

か
ら
ず
や
」
と
）
24
（

。

　

桓
溫
の
成
漢
へ
の
遠
征
に
従
軍
し
た
孫
盛
は
、
蜀
人
が
い
ま
だ
に
姜
維
を
追

憶
す
る
こ
と
を
疑
問
視
し
、
姜
維
が
鍾
會
に
偽
降
し
て
、
蜀
漢
の
復
興
を
図
っ

た
こ
と
を
「
理
外
の
奇
擧
を
冀
ふ
」
も
の
と
し
て
暗
愚
と
す
る
。
桓
溫
の
と
き

に
、
よ
う
や
く
蜀
を
奪
回
し
た
東
晉
の
立
場
を
反
映
し
て
、
あ
く
ま
で
も
蜀
に

固
執
し
た
姜
維
を
批
判
す
る
史
論
と
言
え
よ
う
）
25
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
裴
松
之
は
、
次
の
よ
う
に
「
論
辯
」
し
て
い
る
。

臣 

松
之 

以
爲
へ
ら
く
、「（
孫
）
盛
の
（
姜
）
維
を
譏
る
は
、
又 

當
た

ら
ず
と
爲
す
。
時
に
于
て
鍾
會
の
大
衆
、
既
に
劍
閣
に
造い
た

り
、
維 

諸
將

と
與
に
營
を
列
ね
て
險
を
守
ら
ば
、
會 

進
む
を
得
ず
、
已
に
還
る
の
計

を
議
す
。
蜀
を
全
く
す
る
の
功
、
幾
ん
ど
立
た
ん
と
す
。
但
だ
鄧
艾 

詭
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道
よ
り
傍
入
し
、
其
の
後
ろ
に
出
で
な
ば
、
諸
葛
瞻 

既
に
敗
れ
、
成

都 

自
ら
潰
ゆ
。
維 

若
し
軍
を
回め
ぐ

ら
せ
内
を
救
は
ば
、
則
ち
會 

其
の
背

に
乘
ぜ
ん
。
當
時
の
勢
、
焉
ん
ぞ
兩
濟
を
得
ん
や
。
而
る
に
維
を
責
む
る

に
緜
竹
に
奮
節
し
、
蜀
主
を
擁
衞
す
る
能
は
ず
と
す
る
は
、
其
の
理
に
非

ざ
る
な
り
。
會 

盡
く
魏
將
を
坑
し
て
以
て
大
事
を
擧
げ
ん
と
欲
し
て
、

維
に
重
兵
を
授
け
、
前
驅
と
爲
さ
し
む
。
若
し
魏
將
を
し
て
皆 

死
し
、

兵
事
を
維
の
手
に
在
ら
し
む
れ
ば
、
會
を
殺
し
蜀
を
復
す
る
は
、
難
き
と

爲
さ
ず
。
夫
れ
功
は
理
の
外
に
成
し
て
、
然
る
後
に
奇
と
爲
す
。
事
に
差

牙
有
る
を
以
て
し
て
、
抑し
り
ぞけ

て
然
ら
ず
と
謂
ふ
可
か
ら
ず
。
設も

使し

田
單
の

計
、
邂
逅 

會
せ
ず
ん
ば
、
復
た
之
を
愚
闇
と
謂
ふ
可
け
ん
や
」
と
）
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（

。

　

こ
の
よ
う
に
裴
松
之
は
、
漢
を
守
ろ
う
と
し
た
姜
維
へ
の
批
判
を
孫
盛
の

「
理
」
の
破
綻
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
論
破
す
る
。「
妄
懲
」
と
同
様
、「
論
辯
」

に
お
い
て
も
、
裴
松
之
の
論
拠
が
自
ら
の
内
な
る
「
理
」
に
置
か
れ
て
い
る
こ

と
を
理
解
で
き
よ
う
。

　

そ
れ
で
も
二
百
十
種
に
及
ぶ
と
言
わ
れ
る
裴
松
之
の
引
用
書
の
中
で
、
孫
盛

の
著
作
や
史
論
は
多
く
引
用
さ
れ
る
部
類
に
属
す
る
。
裴
松
之
に
は
、
孫
盛
へ

の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
孫
盛
の
著
作
と
関
わ
る
中
で
、
裴
松
之
が
史
家

と
し
て
懊
悩
を
抱
え
た
た
め
な
の
で
は
な
い
か
。

三
、
懊
悩
す
る
裴
松
之

　

自
ら
の
「
理
」
に
よ
り
、
史
書
の
正
し
さ
を
判
断
す
る
裴
松
之
は
、
や
が
て

史
家
の
辿
り
着
く
最
終
地
点
で
懊
悩
す
る
。
自
ら
歴
史
を
見
聞
し
て
記
録
す
る

こ
と
の
少
な
い
史
家
は
、
何
ら
か
の
史
料
を
も
と
に
自
ら
の
史
書
を
構
築
す
る

が
、
た
と
え
ば
歴
史
上
の
人
物
の
発
言
に
つ
い
て
、
誰
が
そ
の
言
葉
を
聞
き
、

そ
れ
が
ど
う
伝
わ
っ
た
の
か
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
こ
と
に
悩
む
。「
述
べ
て

作
ら
」
な
い
伝
統
を
持
ち
、
儒
教
の
圧
倒
的
影
響
下
で
史
書
を
執
筆
す
る
中
国

の
史
家
に
限
定
す
る
と
、
そ
れ
は
、
先
行
す
る
諸
史
料
の
是
非
を
検
討
し
た
際

に
、
あ
る
人
物
の
発
言
が
単
な
る
捏
造
で
は
な
く
、
經
書
を
も
と
に
構
築
さ
れ

て
い
る
場
合
に
、「
記
言
の
體
」（
発
言
を
記
録
し
た
体
裁
）
を
ど
の
よ
う
に
読

み
解
く
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
。

　

具
体
的
に
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
の
言
葉
を
用
い
て
、
あ
る
人
物
の
発
言
を

作
り
上
げ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
是
と
す
べ
き
か
非
と
す
べ
き
か
と
い
う
問
題

に
、裴
松
之
は
懊
悩
し
た
。
そ
の
際
、解
決
可
能
の
場
合
も
あ
る
。「
記
言
の
體
」

に
矛
盾
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
懊
悩
か
ら
逃
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
孫
盛
の
事
例
で
あ
っ
た
。

孫
盛
の
魏
氏
春
秋
に
云
ふ
、「
諸
將
に
答
へ
て
曰
く
、「
劉
備
は
、
人
傑
な

り
。
①
將
に
生
き
な
が
ら
寡
人
を
憂
へ
し
め
ん
と
す
」
と
」
と
。
臣 

松

之 

以
爲
へ
ら
く
、
②
史
の
言
を
記
す
は
、
既
に
潤
色
多
し
。
故
に
前
載

の
述
ぶ
る
所
に
、
實
に
非
ざ
る
者
有
り
。
③
後
の
作
者
、
又 

意
を
生お

こ

し

て
之
を
改
む
。
實
を
失
ふ
や
、
亦
た
彌
掩
遠
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
凡
そ
孫

盛 
書
を
製つ
く

る
に
、
④
多
く
左
氏
を
用
ひ
て
、
以
て
舊
文
を
易
ふ
。
此
の

如
き
者
は
一
に
非
ず
。
嗟あ

乎あ

、
後
の
學
者
、
將は

た
何
く
に
か
信
を
取
ら
ん
。

且
つ
⑤
魏
武 
方
に
天
下
を
以
て
志
を
勵
ま
す
に
、
而
る
に
夫
差
の
死
を
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分
く
る
の
言
を
用
ふ
る
は
、
尤
も
其
の
類
に
非
ざ
る
な
り
）
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（

。

　

孫
盛
の
『
魏
氏
春
秋
』
に
載
せ
る
曹
操
の
「
劉
備
は
、
人
傑
で
あ
る
。
①
将

来
寡
人
を
憂
え
さ
せ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
哀
公 

傳

二
十
年
に
基
づ
い
て
い
る
。

王 

拜
稽
首
し
て
曰
く
、「
寡
人
は
不
佞
な
れ
ば
、
越
に
事
ふ
る
能
は
ず
し

て
、
以
て
大
夫
の
憂
ひ
と
爲
る
。
命
の
辱
か
た
じ
け
なき

を
拜
す
」
と
。
之
に
一
箪

の
珠
を
與
へ
、
趙
孟
に
問お
く

ら
し
め
て
曰
く
、「
句
踐
⑥
將
に
生
き
な
が
ら

寡
人
を
憂
へ
し
め
ん
と
す
。
寡
人 

之
に
死
な
ん
と
す
る
も
得
ず
」
と
）
28
（

。

　

越
王
の
句
踐
に
包
囲
さ
れ
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
吳
王
の
夫
差
は
、
晉
の
使
者

で
あ
る
楚
隆
（
大
夫
）
に
対
し
て
、
句
踐
は
⑥
「
生
か
し
て
お
い
て
私
を
苦
し

め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
訴
え
か
け
た
。
そ
れ
を
孫
盛
の
『
魏
氏
春

秋
』
は
、
劉
備
に
対
す
る
曹
操
の
言
葉
と
し
て
、「
劉
備
は
生
か
し
て
お
い
て

私
を
苦
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曹
操

は
劉
備
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
明
ら
か
に
使
い
方
が
お
か
し

い
。
し
た
が
っ
て
、
訳
は
①
「
将
来
寡
人
を
憂
え
さ
せ
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た

解
釈
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
完
全
な
典
拠
の
誤
用
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
こ
に

は
な
い
。
曹
操
は
果
た
し
て
、
ま
る
ま
る
『
春
秋
左
氏
傳
』
と
同
じ
言
葉
を
典

拠
と
は
異
な
る
矛
盾
し
た
形
で
引
用
し
な
が
ら
、
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

裴
松
之
は
、
⑤
魏
武
が
天
下
に
大
志
を
逞
し
く
し
て
い
る
と
き
に
、
夫
差
が

死
を
覚
悟
し
た
と
き
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

そ
し
て
、
裴
松
之
は
、
②
「
史
の
言
を
記
す
は
、
既
に
潤
色
多
」
い
と
深
刻
な

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
曹
操
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
発
言
し
て
い
な
い
、
と
す

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
③
「
後
の
作
者
、
又 

意
を
生お
こ

し
て
之
を
改
」
め
る

の
で
、
さ
ら
に
実
態
か
ら
乖
離
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
孫
盛
の
場

合
、
④
『
春
秋
左
氏
傳
』
を
用
い
て
改
め
て
い
る
も
の
が
一
つ
で
は
な
い
、
と

裴
松
之
は
述
べ
る
。
そ
の
場
合
「
史
」
の
正
し
さ
は
、
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

た
し
か
に
、
曹
操
の
言
葉
と
し
て
『
三
國
志
演
義
』
で
は
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
次
の
史
料
も
、
孫
盛
の
『
雜
記
』
に
な
っ
て
、
突
然
曹
操
が
話
し
出
す
。

魏
書
に
曰
く
、「
太
祖 

卓
の
終
に
必
ず
覆
敗
せ
ん
こ
と
を
以
て
、
遂
に
就

き
拜
せ
ず
、
鄕
里
に
逃
歸
す
。
數
騎
を
從
へ
、
故
人
た
る
成
皐
の
呂
伯
奢

に
過
ぎ
る
も
、
伯
奢 

在
ら
ず
。
其
の
子 

賓
客
と
與
に
共
に
太
祖
を
劫
か

し
、
馬
及
び
物
を
取
る
。
太
祖 

手
づ
か
ら
刃
も
て
數
人
を
擊
ち
殺
す
」
と
。

世
語
に
曰
く
、「
太
祖 

伯
奢
に
過
ぎ
る
も
、
伯
奢 

出
行
す
。
五

子 

皆 

在
り
、
賓
主
の
禮
を
備
ふ
。
太
祖 

自
ら
卓
の
命
に
背
く
を
以
て
、

其
の
己
を
圖
る
を
疑
ひ
、
手
づ
か
ら
劍
も
て
夜
に
八
人
を
殺
し
て
去
る
」

と
。　

孫
盛
の
雜
記
に
曰
く
、「
太
祖 

其
の
⻝
器
の
聲お
と

を
聞
き
、
己
を
圖

る
と
以お

爲も

ひ
、
遂
に
夜
に
之
を
殺
す
。
既
に
し
て
悽
愴
と
し
て
曰
く
、「
寧

ろ
我 

人
に
負そ

む

く
も
、
人 

我
に
負そ

む

か
し
む
こ
と
無
か
ら
ん
」
と
、
遂
に
行

く
」
と
）
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。

　

結
論
的
に
言
え
ば
、
孫
盛
『
雜
記
』
に
記
さ
れ
る
曹
操
の
言
葉
も
、『
春
秋

左
氏
傳
』
宣
公 

傳
十
二
年
を
も
と
に
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
楚
と
晉
が

戦
っ
て
い
る
お
り
、
楚
の
孫
叔
敖
は
晉
軍
の
車
を
見
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

孫
叔
曰
く
、「
之
を
進
め
よ
。
①
寧
ろ
我 

人
に
薄せ

ま

る
も
、
人 

我
に
薄
ら
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し
む
る
こ
と
無
か
れ
。
詩
に
云
ふ
、「
元
戎
十
乘
、
以
て
先
づ
行
を
啓
く
」

と
は
、
②
人
に
先
ん
ず
る
な
り
。
軍
志
に
曰
く
、「
人
に
先
だ
て
ば
人
の

心
を
奪
ふ
有
り
」
と
は
、
之
に
薄
る
な
り
。
遂
て
疾
く
師
を
進
め
、
車
は

馳
せ
卒
は
奔
り
、
晉
軍
に
乘
ず
）
30
（

。

　

孫
盛
の
『
雜
記
』
に
記
す
曹
操
の
言
辞
は
、
孫
叔
敖
の
言
葉
の
①
「
薄
」
を

「
負
」
に
代
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
は
、
②
「
人
に
先
ん

ず
る
」
と
い
う
言
葉
の
用
い
方
の
文
脈
が
、
曹
操
の
情
況
と
『
春
秋
左
氏
傳
』

と
で
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
曹
操
の
言
葉
に
不
自
然
さ
は
な
い
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、「
姦
雄
」
曹
操
を
代
表
す
る
言
葉
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
た
「
寧

ろ
我 

人
に
負そ
む

く
も
、
人 

我
に
負そ
む

か
し
む
こ
と
無
か
ら
ん
」
は
、
曹
操
の
言
葉

で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
戦
乱
だ
け
で
は
な
く
様
々
な
「
事
」
を
記
す
『
春
秋
左
氏
傳
』

は
、
歴
史
上
の
人
物
の
発
言
を
捏
造
す
る
際
に
好
都
合
で
あ
っ
た
。
裴
松
之
は
、

そ
れ
が
「
記
言
」
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
裴
松
之
が
『
春

秋
』
を
尊
重
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
文
帝
曹
丕
が
殺
害
し
た
甄
皇
后
に

つ
い
て
、
病
死
と
伝
え
て
文
帝
の
悪
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
王
沈
の
『
魏
書
』

に
つ
い
て
、
裴
松
之
は
次
の
よ
う
に
「
春
秋
の
義
」
を
援
用
し
、
厳
し
く
批
判

し
て
い
る
。

臣 

松
之 

以
爲
へ
ら
く
、
①
春
秋
の
義
、
内
に
は
大
惡
は
諱
み
、
小
惡
は

書
か
ず
と
。
文
帝
の
甄
氏
を
立
て
ず
、
殺
害
を
加
ふ
る
に
及
び
て
は
、
事

に
明
審
有
り
。
②
魏
史 

若
し
以お

も

ひ
て
大
惡
と
爲
せ
ば
、
則
ち
宜
し
く
隱

し
て
言
は
ざ
る
べ
く
、
若
し
謂
ひ
て
小
惡
と
爲
せ
ば
、
則
ち
應
し
く
假
爲

の
辭
し
て
、
虛
文
を
崇
飾
す
る
こ
と
乃
ち
是
に
至
る
べ
か
ら
ず
。
舊
史
に

聞
く
所
に
異
な
れ
り
。
此
を
推
し
て
言
は
ば
、
其
の
卞
・
甄
諸
后
の
言
行

の
善
を
稱
す
る
こ
と
も
、
皆 

以
て
實
論
と
し
難
し
。
③
陳
氏
の
刪
落
は
、

良
に
以ゆ

ゑ

有
る
な
り
）
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。

　

①
は
文
字
に
誤
り
が
あ
る
。
こ
こ
で
引
用
す
る
「
春
秋
の
義
」
は
、『
春
秋

公
羊
傳
』
隱
公
十
年
の
「
春
秋
は
内
を
錄
し
て
外
を
略
す
。
外
に
於
て
は
大
惡

は
書
き
、
小
惡
は
書
か
ず
。
内
に
於
て
は
大
惡
は
諱
み
、
小
惡
は
書
く
（
春
秋

錄
内
而
略
外
。
於
外
大
惡
書
、
小
惡
不
書
。
於
内
大
惡
諱
、
小
惡
書
）」
で
あ
る
。

後
半
の
文
意
か
ら
考
え
て
も
、「
小
惡
不
書
」
の
「
不
」
は
衍
字
で
、「
小
惡
は

書
く
」
と
す
べ
き
で
あ
る
）
32
（

。
内
の
大
悪
は
諱
み
、
小
悪
は
書
く
と
い
う
「
春
秋

の
義
」
に
よ
れ
ば
、
②
文
帝
の
甄
氏
殺
害
は
諱
ん
で
書
か
な
い
か
（
大
悪
）、

は
っ
き
り
と
書
く
（
小
悪
）
べ
き
で
あ
る
、
と
裴
松
之
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
、

中
途
半
端
な
虚
偽
を
捏
造
し
た
「
魏
史
」（
王
沈
の
『
魏
書
』）
を
批
判
し
、
③

陳
壽
が
そ
の
記
事
を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
裴
松
之
も
ま
た
「
春
秋
の
義
」
を
「
史
」
の
規
範
と
し
て
尊

重
す
る
。
し
か
し
、
史
実
の
正
し
さ
を
「
理
」
に
基
づ
い
て
探
求
し
た
裴
松
之

は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
な
ど
の
經
書
を
利
用
し
て
、「
記
言
」
が
捏
造
さ
れ
る
こ

と
を
見
逃
せ
な
か
っ
た
。

　

後
世
「
竹
林
の
七
賢
」
に
数
え
ら
れ
る
嵆
康
は
、
汲
郡
の
共
北
山
中
で
隱
者

の
孫
登
に
出
会
っ
た
。
そ
の
と
き
に
こ
と
に
つ
い
て
、
共
に
孫
盛
の
史
書
で
あ

る
『
晉
陽
秋
』
と
『
魏
氏
春
秋
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

（
嵆
）
康 
孫
登
に
見
ゆ
る
も
、
登 

之
に
對む
か

ひ
て
長
く
嘯
き
、
時
を
踰こ

え
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て
言
は
ず
。
康 

辭
し
還
ら
ん
と
し
て
曰
く
、「
先
生 

竟
に
言
無
き
か
」
と
。

登
曰
く
、「
惜
し
い
か
な
」
と
）
33
（

。

　
『
晉
陽
秋
』
は
、
孫
登
が
嵆
康
に
対
し
て
「
惜
し
い
か
な
」
と
言
っ
た
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、『
魏
氏
春
秋
』
は
、
次
の
よ
う
に
孫
登
が
嵆
康
に
言
葉
を
か

け
る
。（

嵆
）
康 

之
と
與
に
言
は
ん
と
欲
す
る
も
、
登 

默
然
と
し
て
對
へ
ず
。

時
を
踰
へ
將
に
去
ら
ん
と
し
、
康
曰
く
、「
先
生 

竟
に
言
無
き
か
」
と
。

登 

乃
ち
曰
く
、「
子 

才
は
多
く
識
は
寡
し
。
難か

た

き
か
な
今
の
世
に
免
れ

ん
こ
と
を
」
と
）
34
（

。

　

こ
の
両
書
の
「
記
言
」
の
違
い
に
対
し
て
、
裴
松
之
は
、
次
の
よ
う
に
口
ご

も
る
。此

の
二
書
は
皆と
も

に
孫
盛
の
述
ぶ
る
所
な
る
も
、
而
も
自
づ
か
ら
殊
異
を
爲

す
こ
と
此
の
如
し
）
35
（

。

　

裴
松
之
は
、
と
も
に
孫
盛
の
書
で
あ
る
『
晉
陽
秋
』
と
『
魏
氏
春
秋
』
で
、

孫
登
の
発
言
が
異
な
る
理
由
を
口
を
濁
し
て
説
明
し
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
は
後
者
の
「
記
言
」
が
『
論
語
』
雍
也
篇
を
典
拠
と
す
る
。

子
曰
く
、「
祝
鴕
の
佞
有
ら
ず
し
て
、
宋
朝
の
美
有
る
は
、
難
き
か
な
今

の
世
に
免
れ
ん
こ
と
を
」
と
）
36
（

。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
章
は
古
注
と
新
注
で
読
み
が
異
な
り
、
朱
子
は
「
祝
鴕
の

佞
有
り
て
、
宋
朝
の
美
有
ら
ず
ん
ば
」
と
読
ん
で
、「
不
」
を
「
祝
鴕
の
佞
」

と
「
宋
朝
の
美
」
の
双
方
に
か
け
る
。
孫
盛
は
「
才
は
多
く
識
は
寡
し
」
と
前

文
を
創
作
し
て
お
り
、「
多
」
と
「
寡
」
を
対
照
的
に
、
す
な
わ
ち
「
不
」
を

双
方
に
か
け
な
い
古
注
と
同
様
に
『
論
語
』
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

裴
松
之
も
、
こ
の
間
の
事
情
が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
も
懊
悩
し
て
語
ら
な
い
理
由
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
、『
論
語
』
や
『
春
秋
左
氏
傳
』
と
い
っ
た
誰
で
も
学
ん
で
い
る
經

書
の
場
合
に
は
、
捏
造
で
は
な
く
、
実
際
に
本
人
が
言
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
。
同
じ
く
孫
盛
の
『
魏
氏
春
秋
』
に
、『
論
語
』
を
典
拠
と
し
て
高
貴
鄕
公

の
曹
髦
が
語
る
言
葉
を
記
す
。
曹
髦
が
側
近
を
従
え
て
、
司
馬
昭
に
対
し
て
兵

を
起
こ
し
、
王
經
ら
と
会
っ
た
場
面
で
あ
る
。

（
帝
）
遂
て
王
經
ら
を
見
、
黃
素
の
詔
を
懷
よ
り
出
し
て
曰
く
、「
是
れ

忍
ぶ
可
く
ん
ば
、
孰た

れ
か
忍
ぶ
可
か
ら
ざ
ら
ん
。
今
日
は
便
ち
に
當
に
此

の
事
を
決
行
す
べ
し
」
と
。
入
り
て
太
后
に
白
し
、
遂
て
劍
を
拔
き
輦
に

升
り
、
殿
中
に
宿
衞
せ
し
蒼
頭
・
官
僮
を
帥
ゐ
戰
鼓
を
擊
ち
て
、
雲
龍
門

よ
り
出
づ
）
37
（

。

　

高
貴
鄕
公
曹
髦
の
言
葉
は
、『
論
語
』
八
佾
篇
の
「
孔
子 

季
氏
を
謂
ふ
、「
八

佾
の
舞 

庭
に
於
て
す
。
是
れ
忍
ぶ
可
く
ん
ば
、
孰
れ
か
忍
ぶ
可
か
ら
ざ
ら
ん
」

と
（
孔
子
謂
季
氏
、
八
佾
舞
於
庭
。
是
可
忍
也
、
孰
不
可
忍
也
）」
と
同
じ
で

あ
る
。
曹
髦
で
あ
れ
ば
、『
論
語
』
を
修
め
て
い
た
に
違
い
な
く
、『
論
語
』
を

典
拠
と
し
て
発
言
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
伝
え
る
も
の
は
、

孫
盛
の
『
魏
氏
春
秋
』
で
あ
る
。「
記
言
」
は
創
作
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
思
い
に
揺
れ
な
が
ら
、
裴
松
之
は
懊
悩
す
る
。
高
貴
鄕
公
曹
髦
を
司

馬
昭
が
殺
害
さ
せ
た
際
の
陳
泰
の
賈
充
を
斬
る
べ
し
と
す
る
発
言
を
伝
え
る

『
魏
氏
春
秋
』
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
裴
松
之
は
と
り
あ
え
ず
、
次
の
よ
う
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史
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に
主
張
す
る
。

孫
盛
（
陳
）
泰
の
言
を
改
易
す
る
は
、
小
し
く
（
干
寶
に
）
勝
る
と
爲
す

と
雖
も
、
然
れ
ど
も
盛
の
言
の
諸
掩
の
改
易
す
る
所
を
檢し
ら

べ
る
に
、

皆 
①
別
に
異
聞
有
る
に
非
ず
、
率
ね
更
め
て
自
ら
意
を
以
て
制
し
、
多

く
は
舊
の
如
か
ら
ず
。
凡
そ
②
記
言
の
體
は
、
當
に
其
の
口
を
出
づ
る
が

若
く
せ
し
む
べ
し
。
辭 

勝
り
て
實
に
違
ふ
は
、
固
よ
り
君
子
の
取
ら
ざ

る
所
な
り
。
況
ん
や
復
た
勝
ら
ず
し
て
徒
ら
に
長
く
虛
妄
な
る
を
や
）
38
（

。

　

裴
松
之
は
、
孫
盛
が
改
変
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
を
調
べ
た
結
果
、
孫
盛
の

改
変
の
論
拠
に
①
「
別
に
異
聞
有
る
」
訳
で
は
な
い
こ
と
を
確
信
す
る
。
す
な

わ
ち
、
孫
盛
は
、
裴
松
之
が
注
で
試
み
て
い
る
よ
う
な
「
異
聞
」
を
求
め
、
そ

れ
を
論
拠
に
発
言
の
内
容
を
記
載
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
、
と
裴
松
之
は
孫
盛

の
諸
書
を
「
論
辯
」
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
②
「
記
言
」
が
そ
の
発

言
の
当
事
者
の
言
葉
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
裴
松
之
も
認
め
な
い
訳
に
は

い
か
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
「
記
言
の
體
は
、
當
に
其
の
口
を

出
づ
る
が
若
く
せ
し
む
べ
し
」、
す
な
わ
ち
、
人
の
言
葉
を
記
載
す
る
と
き
に
は
、

そ
の
口
か
ら
出
た
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
が
「
記
言
の
體
」
で
あ
る
、
と
主
張
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
孫
盛
の
「
記
言
」
は
、
文
辞
が
優
れ
ず
、
い
た
ず
ら
に
冗

長
で
誤
っ
て
お
り
、
あ
ま
り
に
も
目
を
引
く
。

　

裴
松
之
は
、
多
く
の
「
異
聞
」
を
集
め
、
自
ら
の
「
理
」
に
基
づ
い
て
、
そ

の
是
非
を
判
断
し
て
い
っ
た
結
果
、「
記
言
」
の
捏
造
が
多
く
の
「
史
」
で
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
へ
の
批
判
は
、
孫
盛
個
人
の
問

題
と
し
て
止
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
を
す
べ
て
の
史
書
に
拡
大
し
て
い
く
と
、

正
し
さ
を
「
理
」
に
よ
り
求
め
よ
う
と
し
た
裴
松
之
の
「
史
」
は
、
信
頼
し
得

る
根
拠
を
喪
失
し
、
根
底
か
ら
行
き
詰
ま
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

虚
構
と
史
実
と
の
区
別
が
消
滅
し
て
い
く
危
険
性
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
う
し

た
危
機
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
何
が
正
し
い
の
か
を
自
ら
の
「
理
」
に
基
づ
き

裴
松
之
は
問
い
続
け
た
。
そ
れ
は
、「
史
」
の
役
割
が
、
絶
対
的
に
正
し
い
史

実
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
国
家
の
正
統
性
や
勧
善
懲
悪
と
い
っ
た
「
春
秋

の
義
」
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
が
故
に
可
能
と
な
る
折
り
合
い
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
、
客
観
的
な
事
実
を
探
求
す
る
「
近
代
歴
史
学
」
と
は
異
な
る
、「
古
典

中
國
」
に
お
け
る
「
史
」
の
自
立
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

英
雄
物
語
は
、「
史
」
の
華
で
あ
る
が
、「
記
言
」
を
中
心
に
、
そ
こ
に
は
虚

構
が
見
ら
れ
る
。「
異
聞
」
を
広
く
集
め
、
史
料
批
判
を
行
っ
た
裴
松
之
は
、

そ
の
こ
と
に
明
確
に
気
づ
い
て
い
た
。
勸
善
懲
惡
や
国
家
の
正
統
化
と
い
う

「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
「
史
」
の
目
的
が
果
た
し
得
て
、
物
語
と
し
て
の
整

合
性
が
取
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
「
史
」
と
し
て
成
立
し
得
る
。
果
た
し
て
、

裴
松
之
の
思
い
は
そ
こ
に
落
ち
付
き
、
揺
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
史
」
は
、
物
語
に
近
づ
き
、
史
実
と
は
離
れ
て
い
く
。

し
か
も
、「
異
聞
」
が
持
て
囃
さ
れ
、
他
と
は
変
わ
っ
た
記
述
が
尊
重
さ
れ
て

い
く
中
で
、
無
責
任
な
史
書
が
量
産
さ
れ
て
い
け
ば
、「
史
」
は
物
語
と
な
る
。
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さ
ら
に
、
そ
の
物
語
が
經
で
あ
り
、「
史
」
の
淵
源
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
『
春

秋
左
氏
傳
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
危
険
性
は
さ
ら
に
高
ま
る
。
合

理
的
に
捏
造
さ
れ
た
「
經
」
を
典
拠
と
す
る
物
語
、
た
と
え
ば
玄
鳥
の
卵
か
ら

人
が
生
ま
れ
る
物
語
を
『
詩
經
』
に
書
か
れ
る
か
ら
正
し
い
と
す
る
唐
の
劉
知

幾
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
承
認
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
物
語
の
氾

濫
に
、
裴
松
之
は
苦
悩
し
た
。
自
ら
の
「
理
」
の
中
に
正
し
さ
の
基
準
を
求
め

た
裴
松
之
は
、
そ
れ
を
「
史
」
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
躊
躇
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

や
が
て
『
春
秋
』
は
、
王
安
石
に
よ
り
「
斷
爛
朝
報
」（
ば
ら
ば
ら
の
官
報
）

と
さ
れ
、
そ
の
欠
文
は
孔
子
の
義
が
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
単
な

る
不
備
と
見
な
さ
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
、「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
「
史
」

の
規
範
と
し
て
の
『
春
秋
左
氏
傳
』
の
地
位
は
高
く
、
裴
松
之
の
思
い
は
、
孫

盛
個
人
へ
の
批
判
と
し
て
吐
露
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
裴
松
之
の
史
學
を

「
近
代
歴
史
学
」
の
端
緒
と
扱
う
こ
と
は
、
中
国
に
「
近
代
」
の
萌
芽
を
探
求

し
よ
う
と
す
る
、
あ
ま
り
に
も
性
急
な
主
張
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
劉
知
幾
の
「
異

聞
」
へ
の
対
応
、
お
よ
び
そ
の
史
學
と
「
近
代
歴
史
学
」
と
の
隔
絶
に
つ
い
て

は
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

（
1
）　

沈
家
本
「
三
国
志
注
所
引
書
目
序
」（『
沈
奇
簃
先
生
遺
書
』
中
国
書
店
、
一
九
九
〇

年
）。
裴
松
之
の
引
用
書
数
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
た
と
え
ば
高
敏
「《
三
国
志
》
裴

松
之
注
引
書
考
」（『
河
南
科
技
大
学
学
報
』
社
会
科
学
版
二
五
│
三
、
二
〇
〇
七
年
）

は
、
二
五
八
種
を
数
え
る
。

（
2
）　

宮
岸
雄
介
「
裴
松
之
の
史
学
観
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
一

分
冊
四
二
│
一
、
一
九
九
六
年
）
は
、
裴
松
之
は
陳
壽
に
代
わ
っ
て
三
國
の
歴
史
の
真

相
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
と
し
、
史
家
は
真
実
を
そ
の
ま
ま
書
く
べ
き
と
い
う
唐
代
の

劉
知
幾
『
史
通
』
の
先
駆
け
と
な
る
よ
う
な
史
学
意
識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と

す
る
。
ま
た
、
王
文
進
『
裴
松
之
《
三
国
志
注
》
新
論
│
│
三
国
志
的
解
構
与
重
建

│
│
』（
新
文
豊
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
は
、
裴
松
之
の
注
の
目
的
は
、
陳
壽
の
後
に

出
現
し
た
史
料
と
陳
壽
が
採
用
し
な
か
っ
た
史
料
に
よ
り
、
三
国
史マ

マ

の
真
相
を
再
構
築

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
す
る
。

（
3
）　

林
田
愼
之
助
「
六
朝
の
史
家
と
志
怪
小
説
│
│
裴
松
之
の
『
三
国
志
』
注
引
の
異
聞

説
話
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（『
立
命
館
文
学
』
五
六
三
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
4
）　

渡
邉
義
浩
『「
古
典
中
国
」
に
お
け
る
小
説
と
儒
教
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
）。

（
5
）　

石
井
仁
『
曹
操
│
│
魏
の
武
帝
│
│
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
お
、

曹
操
集
団
の
軍
師
制
度
に
つ
い
て
は
、
石
井
仁
「
軍
師
考
」（『
日
本
文
化
研
究
所
研
究

報
告
』
二
七
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。

（
6
）　
（

）
攸
深
密
有
智
防
、
自
從
太
祖
征
伐
、
常
謀
謨
帷
幄
、
①
時
人
及
子
弟
莫
知
其
所

言
。
…
…
公
逹
前
後
凡
畫
奇
策
十
二
、
②
唯
（
鍾
）
繇
知
之
。
繇
撰
集
未
就
、
會
薨
。

故
③
世
不
得
盡
聞
也
（『
三
國
志
』
卷
十 

攸
傳
）。

（
7
）　

臣
松
之
案
、
①
攸
亡
後
十
六
年
、
鍾
繇
乃
卒
。
②
撰
攸
奇
策
、
亦
有
何
難
。
而
年
造

八
十
、
猶
云
未
就
。
遂
使
攸
③
從
征
・
機
策
之
謀
不
傳
於
世
、
惜
哉
（『
三
國
志
』
卷

十 

攸
傳
注
）。

（
8
）　

太
祖
拔
白
馬
還
、
遣
輜
重
循
河
而
西
。
袁
紹
渡
河
追
、
卒
與
太
祖
遇
。
諸
將
皆
恐
、

説
太
祖
還
保
營
。
攸
曰
、
①
此
所
以
禽
敵
、
奈
何
去
之
。
②
太
祖
目
攸
而
笑
。
遂
以
輜

重
餌
賊
。
賊
競
奔
之
、
陳
亂
。
乃
縱
步
騎
擊
、
大
破
之
、
斬
其
騎
將
文
醜
。
太
祖
遂
與

紹
相
拒
於
官
渡
。
軍
⻝
方
盡
、
攸
言
於
太
祖
曰
、
紹
運
車
旦
暮
至
。
其
將
③
韓
𦳣
銳
而

輕
敵
、
擊
可
破
也
。
太
祖
曰
、
誰
可
使
。
攸
曰
、
徐
晃
可
（『
三
國
志
』
卷
十 

攸
傳
）。

（
9
）　

臣
松
之
案
諸
書
、
韓
𦳣
或
作
韓
猛
、
或
云
韓
若
、
未
詳
孰
是
（『
三
國
志
』
卷
十 

攸
傳
注
）。

（
10
）　

袁
紹
運
穀
車
數
千
乘
至
。
公
用　

攸
計
、
遣
徐
晃
・
史
渙
邀
擊
、
大
破
之
、
盡
燒
其
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る
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」
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車
（『
三
國
志
』
卷
一 

武
帝
紀
）。

（
11
）　

按
、
三
國
雖
歷
年
不
遠
、
而
事
關
漢
・
晉
、
首
尾
所
涉
、
出
入
百
載
。
注
記
紛
錯
、

每
多
舛
互
。
其
壽
所
不
載
、
事
宜
存
錄
者
、
則
①
罔
不
畢
取
以
補
其
闕
。
或
同
説
一
事
、

而
辭
有
乖
雜
、
或
出
事
本
異
、
疑
不
能
判
、
竝
皆
抄
内
以
②
備
異
聞
。
若
乃
紕
繆
顯
然
、

言
不
附
理
、
則
隨
違
矯
正
以
③
懲
其
妄
。
其
時
事
當
否
、
及
壽
之
小
失
、
頗
以
愚
意
有

所
④
論
辯
（
中
華
書
局
本
『
三
國
志
』
の
卷
末
に
所
収
）。

（
12
）　

渡
邉
義
浩
「「
史
」
の
自
立
│
│
魏
晉
期
に
お
け
る
別
伝
の
盛
行
に
つ
い
て
│
│
」

（『
史
学
雑
誌
』
一
一
二
│
四
、
二
〇
〇
三
年
、『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
汲
古

書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
所
収
）。
し
か
し
、
隋
唐
以
降
の
史
學
に
お
い
て
、
裴
松
之
の

方
法
論
が
主
流
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、『
漢
書
』
に
注
を
付
け
た
顏
師

古
の
經
學
的
方
法
論
が
主
流
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
顏
師
古
注
に
つ
い
て
は
、
渡
邉

義
浩
「
班
孟
堅
の
忠
臣
│
│
顔
師
古
『
漢
書
』
注
に
み
る
「
史
」
の
「
経
」
へ
の
回
帰

│
│
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
七
二
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
13
）　

山
陽
公
載
記
曰
、（
馬
）
超
因
見
（
劉
）
備
待
之
厚
、
與
備
言
、
常
呼
備
字
。
關
羽
怒
、

請
殺
之
。
備
曰
、
人
窮
來
歸
我
。
卿
等
怒
、
以
呼
我
字
。
故
而
殺
之
、
何
以
示
於
天
下

也
。
張
飛
曰
、
如
是
、
當
示
之
以
禮
。
明
日
大
會
、
請
超
入
。
羽
・
飛
竝
杖
刀
立
直
。

超
顧
坐
席
、
不
見
羽
・
飛
。
見
其
直
也
、
乃
大
驚
、
遂
一
不
復
呼
備
字
。
明
日
歎
曰
、

我
今
乃
知
其
所
以
敗
。
爲
呼
人
主
字
、
幾
爲
關
羽
・
張
飛
所
殺
。
自
後
乃
尊
事
備
（『
三

國
志
』
卷
三
十
七 

馬
超
傳
注
）。

（
14
）　

臣
松
之
按
、
以
爲
、
超
以
窮
歸
備
、
受
其
爵
位
。
何
容
傲
慢
而
呼
備
字
。
且
備
之
入

蜀
、
留
關
羽
鎮
荊
州
。
羽
未
嘗
在
益
土
也
。
故
羽
聞
馬
超
歸
降
、
以
書
問
諸
葛
亮
超
人

才
可
誰
比
類
。
不
得
如
書
所
云
。
羽
焉
得
與
張
飛
立
直
乎
。
凡
人
行
事
、
皆
謂
其
可
也
。

知
其
不
可
、
則
不
行
之
矣
。
超
若
果
呼
備
字
、
亦
謂
於
理
宜
爾
也
。
就
令
羽
請
殺
超
、

超
不
應
聞
。
但
見
二
子
立
直
、
何
由
便
知
以
呼
字
之
故
、
云
幾
爲
關
・
張
所
殺
乎
。
言

不
經
理
、
深
可
忿
疾
也
。
袁
暐
・
樂
資
等
諸
所
記
載
、
穢
雜
虛
謬
、
若
此
之
類
、
殆
不

可
勝
言
也
（『
三
國
志
』
卷
三
十
七 

馬
超
傳
注
）。

（
15
）　

曹
魏
の
王
肅
に
よ
る
「
理
」
に
基
づ
く
感
生
帝
説
批
判
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
王

肅
の
祭
天
思
想
」（『
中
国
文
化
│
研
究
と
教
育
』
六
六
、
二
〇
〇
八
年
、『
西
晉
「
儒

教
国
家
」
と
貴
族
制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
に
所
収
）。
ま
た
、
そ
う
し
た
人
間

の
精
神
的
な
営
み
を
「
魏
晉
の
新
」
と
捉
え
る
こ
と
は
、
加
賀
栄
治
『
中
国
古
典
解
釈

史
』
魏
晉
篇
（
勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年
）
を
参
照
。

（
16
）　

袴
田
郁
一
「
裴
松
之
『
三
国
志
注
』
の
史
料
批
判
と
劉
宋
貴
族
社
会
」（『
早
稲
田
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
六
四
、
二
〇
一
九
年
）。

（
17
）　
「
河
東
の
裴
氏
」
に
つ
い
て
は
、
周
征
松
『
魏
晋
隋
唐
間
的
河
東
裴
氏
』（
山
西
教
育

出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

（
18
）　

渡
邉
義
浩
「「
春
秋
左
氏
伝
序
」
と
「
史
」
の
宣
揚
」（『
狩
野
直
禎
先
生
米
寿
記

念 

三
国
志
論
集
』
三
国
志
学
会
、
二
〇
一
六
年
）。

（
19
）　

不
知
（
樂
）
資
・（
袁
）
暐
之
徒
、
①
竟
爲
何
人
、
未
②
能
識
別
然
否
、
而
輕
弄
翰
墨
、

妄
生
異
端
、
以
行
其
書
。
如
此
之
類
、
正
足
以
誣
罔
視
聽
、
疑
誤
後
生
矣
。
寔
③
史
籍

之
罪
人
、
逹
學
之
所
不
取
者
也
（『
三
國
志
』
卷
六 

袁
紹
傳
注
）。

（
20
）　

案
張
璠
・
虞
溥
・
郭
頒
皆
晉
之
令
史
。
璠
・
頒
出
爲
官
長
、
溥
鄱
陽
内
史
。
璠
撰
後

漢
紀
、
雖
似
未
成
、
辭
藻
可
觀
。
溥
著
江
表
傳
、
亦
粗
有
條
貫
。
惟
頒
撰
魏
晉
世
語
、

①
蹇
乏
全
無
宮
商
、
最
爲
鄙
劣
、
以
時
有
異
事
、
故
頗
行
於
世
。
②
干
寶
・
孫
盛
等
多
采

其
言
以
爲
晉
書
。
其
中
虛
錯
如
此
者
、
往
往
而
有
之
（『
三
國
志
』
卷
四 

三
少
帝
紀
注
）。

（
21
）　
『
春
秋
』
は
、
王
道
の
正
し
い
あ
り
方
、
人
間
世
界
の
秩
序
原
理
と
価
値
の
根
拠
を

明
示
し
た
經
典
で
あ
り
、
杜
預
の
『
春
秋
左
氏
經
傳
集
解
』
は
、「
史
」
の
尊
重
す
る

事
実
に
よ
り
義
例
を
説
く
こ
と
が
、
公
羊
・
穀
梁
學
派
や
左
氏
學
派
の
先
学
よ
り
も
、

優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
注（
18
）所
掲
渡
邉
論
文
）。
ま
た
、
司
馬

彪
の
『
續
漢
書
』
が
後
世
の
鑑
と
し
て
の
「
漢
」
を
描
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義

浩
「
司
馬
彪
の
修
史
」（『
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
四
五
、二
〇
〇
六
年
、『
西
晉
「
儒

教
国
家
」
と
貴
族
制
』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
22
）　

渡
邉
義
浩
「「
古
典
中
国
」
に
お
け
る
史
学
と
儒
教
」（『
学
際
化
す
る
中
国
学
』
汲

古
書
院
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。

（
23
）　

雑
喉
潤
「
裴
松
之
覚
え
書
き
」（『
名
古
屋
自
由
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
二
、

二
〇
〇
〇
年
）。

（
24
）　

孫
盛
晉
陽
秋
曰
、
盛
以
永
和
初
從
安
西
將
軍
平
蜀
、
見
諸
故
老
、
及
姜
維
既
降
之
後
、
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密
與
劉
禪
表
疏
、
説
欲
僞
服
事
鍾
會
、
因
殺
之
以
復
蜀
土
、
會
事
不
捷
、
遂
至
泯
滅
、

蜀
人
於
今
傷
之
。
盛
以
爲
古
人
云
、
非
所
困
而
困
焉
、
名
必
辱
、
非
所
據
而
據
焉
、
身

必
危
。
既
辱
且
危
、
死
其
將
至
、
其
姜
維
之
謂
乎
。
鄧
艾
之
入
江
由
、
士
衆
鮮
少
、
維

進
不
能
奮
節
緜
竹
之
下
、
退
不
能
總
帥
五
將
、
擁
衞
蜀
主
、
思
後
圖
之
計
。
而
乃
反
覆

於
逆
順
之
間
、
希
違
情
於
難
冀
之
會
、
以
衰
弱
之
國
、
而
屢
觀
兵
於
三
秦
、
已
滅
之
邦
、

冀
理
外
之
奇
擧
、
不
亦
闇
哉
（『
三
國
志
』
卷
四
十
四 

姜
維
傳
注
）。

（
25
）　

た
と
え
ば
、
同
じ
く
東
晉
の
史
家
で
あ
る
常
璩
が
、
桓
溫
が
蜀
を
東
晉
に
回
復
し
た

こ
と
を
機
に
『
華
陽
國
志
』
を
著
し
、「
大
一
統
」
を
賛
美
し
た
こ
と
は
、渡
邉
義
浩
「
常

璩
『
華
陽
国
志
』
に
み
え
る
一
統
へ
の
希
求
」（『RILA

SJO
U
RN
A
L

』
六
、
二
〇
一

八
年
を
参
照
）。

（
26
）　

臣
松
之
以
爲
、（
孫
）
盛
之
譏
（
姜
）
維
、
又
爲
不
當
。
于
時
鍾
會
大
衆
、
既
造
劍
閣
、

維
與
諸
將
列
營
守
險
、
會
不
得
進
、
已
議
還
計
。
全
蜀
之
功
、
幾
乎
立
矣
。
但
鄧
艾
詭

道
傍
入
、
出
於
其
後
、
諸
葛
瞻
既
敗
、
成
都
自
潰
。
維
若
回
軍
救
内
、
則
會
乘
其
背
。

當
時
之
勢
、
焉
得
兩
濟
。
而
責
維
不
能
奮
節
緜
竹
、
擁
衞
蜀
主
、
非
其
理
也
。
會
欲
盡

坑
魏
將
以
擧
大
事
、
授
維
重
兵
、
使
爲
前
驅
。
若
令
魏
將
皆
死
、
兵
事
在
維
手
、
殺
會

復
蜀
、
不
爲
難
矣
。
夫
功
成
理
外
、
然
後
爲
奇
。
不
可
以
事
有
差
（
牙
）〔
互
〕、
而
抑

謂
不
然
。
設
使
田
單
之
計
、
邂
逅
不
會
、
復
可
謂
之
愚
闇
哉
（『
三
國
志
』
卷
四
十

四 

姜
維
傳
注
）。
な
お
、
傍
線
部
に
つ
い
て
、
百
衲
本
は
「
牙
」
に
作
る
が
、『
三
國

志
集
解
』
に
よ
り
「
互
」
に
改
め
た
。

（
27
）　

孫
盛
魏
氏
春
秋
云
、
答
諸
將
曰
、
劉
備
、
人
傑
也
。
①
將
生
憂
寡
人
。
臣
松
之
以
爲
、

②
史
之
記
言
、
既
多
潤
色
。
故
前
載
所
述
、
有
非
實
者
矣
。
③
後
之
作
者
、
又
生
意
改
之
。

于
失
實
也
、
不
亦
彌
遠
乎
。
凡
孫
盛
製
書
、
④
多
用
左
氏
、
以
易
舊
文
。
如
此
者
非
一
。

嗟
乎
、
後
之
學
者
將
何
取
信
哉
。
且
⑤
魏
武
方
以
天
下
勵
志
、
而
用
夫
差
分
死
之
言
、

尤
非
其
類
（『
三
國
志
』
卷
一 

武
帝
紀
注
）。

（
28
）　

王
拜
稽
首
曰
、
寡
人
不
佞
、
不
能
事
越
、
以
爲
大
夫
憂
。
拜
命
之
辱
。
與
之
一
箪
珠
、

使
問
趙
孟
曰
、
句
踐
⑥
將
生
憂
寡
人
。
寡
人
死
之
不
得
矣
（『
春
秋
左
氏
傳
』
哀
公 

傳

二
十
年
）。

（
29
）　

魏
書
曰
、
太
祖
以
卓
終
必
覆
敗
、
遂
不
就
拜
、
逃
歸
鄕
里
。
從
數
騎
、
過
故
人
成
皐

呂
伯
奢
、
伯
奢
不
在
。
其
子
與
賓
客
共
劫
太
祖
、
取
馬
及
物
。
太
祖
手
刃
擊
殺
數
人
。

世
語
曰
、
太
祖
過
伯
奢
、
伯
奢
出
行
。
五
子
皆
在
、
備
賓
主
禮
。
太
祖
自
以
背
卓
命
、

疑
其
圖
己
、
手
劍
夜
殺
八
人
而
去
。
孫
盛
雜
記
曰
、
太
祖
聞
其
⻝
器
聲
、
以
爲
圖
己
、

遂
夜
殺
之
。
既
而
悽
愴
曰
、
寧
我
負
人
、
無
人
負
我
。
遂
行
（『
三
國
志
』
卷
一 

武
帝

紀
注
）。

（
30
）　

孫
叔
曰
、
進
之
。
①
寧
我
薄
人
、
無
人
薄
我
。
詩
云
、
元
戎
十
乘
、
以
先
啓
行
、
②
先

人
也
。
軍
志
曰
、
先
人
有
奪
人
之
心
、
薄
之
也
。
遂
疾
進
師
、
車
馳
卒
奔
、
乘
晉
軍
（『
春

秋
左
氏
傳
』
宣
公 

傳
十
二
年
）。

（
31
）　

臣
松
之
以
爲
、
①
春
秋
之
義
、
内
大
惡
諱
、
小
惡
不
書
。
文
帝
之
不
立
甄
氏
、
及
加

殺
害
、
事
有
明
審
。
②
魏
史
若
以
爲
大
惡
邪
、
則
宜
隱
而
不
言
、
若
謂
爲
小
惡
邪
、
則

不
應
假
爲
之
辭
、
而
崇
飾
虛
文
乃
至
於
是
。
異
乎
所
聞
於
舊
史
。
推
此
而
言
、
其
稱
卞
・

甄
諸
后
言
行
之
善
、
皆
難
以
實
論
。
③
陳
氏
刪
落
、
良
有
以
也
（『
三
國
志
』
卷
五 

甄

皇
后
傳
注
）。

（
32
）　

今
鷹
真
・
井
波
律
子
『
正
史
三
国
志
』
Ⅰ
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
）
に
、
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）　
（
嵆
）
康
見
孫
登
、
登
對
之
長
嘯
、
踰
時
不
言
。
康
辭
還
曰
、
先
生
竟
無
言
乎
。
登
曰
、

惜
哉
（『
三
國
志
』
卷
二
十
一 

王
粲
傳
注
引
『
晉
陽
秋
』）。

（
34
）　
（
嵆
）
康
欲
與
之
言
、
登
默
然
不
對
。
踰
時
將
去
、
康
曰
、
先
生
竟
無
言
乎
。
登
乃
曰
、

子
才
多
識
寡
。
難
乎
免
於
今
之
世
（『
三
國
志
』
卷
二
十
一 

王
粲
傳
注
引
『
魏
氏
春
秋
』）。

（
35
）　

此
二
書
皆
孫
盛
所
述
、
而
自
爲
殊
異
如
此
（『
三
國
志
』
卷
二
十
一 

王
粲
傳
注
）。

（
36
）　

子
曰
、
不
有
祝
鮀
之
佞
、
而
有
宋
朝
之
美
、
難
乎
免
於
今
之
世
矣
（『
論
語
』
雍
也
篇
）。

（
37
）　
（
帝
）
遂
見
王
經
等
、
出
黃
素
詔
於
懷
曰
、
是
可
忍
也
、
孰
不
可
忍
也
。
今
日
便
當

決
行
此
事
。
入
白
太
后
、
遂
拔
劍
升
輦
、
帥
殿
中
宿
衞
蒼
頭
・
官
僮
擊
戰
鼓
、
出
雲
龍

門
（『
三
國
志
』
卷
四 

三
少
帝
紀
注
引
『
魏
氏
春
秋
』）。

（
38
）　

孫
盛
改
易
（
陳
）
泰
言
、
雖
爲
小
勝
（
干
寶
）、
然
檢
盛
言
諸
所
改
易
、
皆
①
非
別
有

異
聞
、
率
更
自
以
意
制
、
多
不
如
舊
。
凡
②
記
言
之
體
、
當
使
若
出
其
口
。
辭
勝
而
違
實
、

固
君
子
所
不
取
。
況
復
不
勝
而
徒
長
虛
妄
哉
（『
三
國
志
』
卷
二
十
二 

陳
羣
傳
附
陳
泰

傳
注
）。


